
住居表示のしくみ 

 

■住居表示とは（目的） 

 住居表示を実施していない区域において、皆様がお使いの住所は、「大字」と「地

番」を用いて「門真市大字○○△△△番地」として表示していますが、「大字」の区

域が不明確であったり、「地番」が順序よく並んでいない、飛び地があるなど、並び

順に規則性がなく、訪問先が分かりにくい等、日常生活において多くの不便が生じて

います。 

 このような不便をなくすため、「町名」「街区符号」「住居番号」によって住所を表

します。 

 住居表示を実施すると 

 ・現在地や訪問先が、すぐに探し出すことができる。 

 ・救急車や消防車などの緊急車両が、より早く現場へ急行できる。 

 ・郵便・宅配便などの配達が容易になり、誤配・遅配が少なくなる。 

 などのメリットが考えられます。 

 

■住所の決め方について 

 

 

①町割・町名 

 「大字」の区域は、境界がわ

かりにくく、飛び地などもあり

ます。新たな町割は道路・鉄

道・河川・水路などの恒久的な

施設により区切られます。町名

につきましては、門真市では、

従来の名称をなるべく残して、

歴史的に由緒あるものや親し

み深いもの等を選択し、住民の

皆様の意見を取り入れながら、

その土地にふさわしい名前を

つけます。 

 

 

 



 

②街区符号 

 「町」の中を、道路・鉄道・

河川・水路などで区切り「街区」

をつくり、市役所に近い「街区」

から順序よく番号をつけます。

これが「街区符号」となります。

「街区符号」は、「□番」で表

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③住居番号 

 ひとつの「街区」のまわりを、

原則的に 10 メートル間隔で

区切り、市役所に近い角から右

回りに番号をつけます。この番

号を「基礎番号」といいます。 

 建物などの主要な出入口に

接する「基礎番号」が、その建

物の「住居番号」となります。

「住居番号」は「○号」で表し

ます。 

※建物が建ち並んでいると

ころでは、同一番号となること

があります。 

 

 

 

 

■住所の表し方について 

 ・一般の建物 

       門真市 ××△丁目  □番  ○号  
            新 町 名      街区符号   住居番号 

 

 ・中高層の建物（マンション等） 

       門真市 ××△丁目  □番  ○ － ○○○号 
新 町 名     街区符号 棟番又は基礎番号  部屋番号 

 



■本籍、不動産（土地・建物）の表示について 

 新たな住所の「□番○号」は住所を表すときだけに使います。本籍や不動産の表示

については、「町名」だけは変更されますが、今までどおりの地番をつかいます。 

①住居の表示は住居番号をつかいます。 

       門真市××△丁目 □番 ○号 
街区符号  住居番号 

 

②不動産の表示は地番をつかいます。 

       門真市××△丁目 ○○○番地 
地 番   

 

③本籍（戸籍）の表示は地番をつかいます。 

       門真市××△丁目 ○○○番地 
地 番 
 

※本籍（戸籍）は本人の届出により「街区符号」で表すことができます。 

       門真市××△丁目 □番 
街区符号 

 

■表示板などについて 

 新しく住居表示を実施した区域には、現在地や訪問先がわかるように、各街区の電

柱や壁等に「街区表示板」を取り付けます。また、各ご家庭の玄関・門柱など見えや

すい場所に町名・住居番号表示板を取り付けていただきますので、訪問者にとっては

大変わかりやすくなります。 

 

■住居表示実施後の変更手続きについて 

 住居表示が実施されると、住民登録などの住所が、住居表示の住所にかわります。

市の方で書き換え出来る分もありますが、運転免許証や銀行などの住所変更について

は、皆さまに手続きをしていただかなくてはなりません。 

 これらの手続きに必要な「住居表示通知書」は実施の際に５通お配りいたしますが、

不足の場合は市民課及び南部市民センターで「住居表示証明書」を、必要枚数無料で

交付いたします。 

○手続きのいらないもの 

 ・市役所で取り扱う公簿（住民基本台帳・選挙人名簿など） 

 ・法務局にある登記簿の不動産の表題部（町名）は書き換えいたします。 

 

○個人で手続きをしていただくもの 

種 別 手続きの内容 手続き先 必要書類 期 限 摘 要 

土地・建物な

どの登記物件

の所有者は 

登記簿に記載さ

れている所有者

名義人の住所変

更登記申請 

不動産を管轄

する登記所 

・登記申請書 

・通知書または証明書 

・本人以外は委任状 

・印鑑 

必要が生じた

とき（売買・譲

渡・抵当権設定

等） 

 



自動車を持っ

ている方は 

自動車検査証の

記載事項（住所）

の変更 

大阪陸運支局

軽自動車検査

協会 

・申請書 

・通知書または証明書 

・自動車検査証 

・本人以外は委任状 

・印鑑 

必要が生じた

とき（自動車検

査証の切り替

え等） 

 

運転免許証を

持っている方

は 

住所の変更届 

大阪府下の警

察署または運

転免許試験場 

・記載事項変更届 

・通知書または証明書 

・運転免許証 

なるべく早い

機会に 
 

実施区域に本籍

のある方の本籍

変更届 

・記載事項変更届 

・本籍変更通知書 

（住居表示実施後、市

民課より送付） 

・運転免許証 

なるべく早い

機会に 

実施区域に本籍

のない方は変更

不要 

銀行・株式・

保険等の証書

類の住所欄の

変更 

住所の変更届 
それぞれの契

約団体 

・通知書または証明書 

・印鑑 

なるべく早い

機会に 

詳しくはそれぞ

れの契約団体で

確認して下さい 

許可・認可・

免許及び登録

証等を持って

いる方は 

住所の変更届 その発行元 
・通知書または証明書 

・印鑑 

なるべく早い

機会に 

必要書類は発行

元に確認して下

さい 

※国民年金・厚生年金の受給者は手続き不要。共済・社会保険につきましては、各

団体へお問い合わせください。 

 

 

■住居表示に関する代表的な質問 

 

 問：住居番号と土地の「地番」は違うのですか 

 

 答：住居表示に使用する「住居番号」と土地の「地番」はまったく別のものです。

「地番」とは明治 32 年に制定された不動産登記法により定められた土地を判

別するために付けられる番号のことです。一方、住居番号は一定の基準により

建物ごとに付けられる番号となります。 

 

 

 問：住居番号は、田や駐車場などについてもつけられるのですか。 

 

 答：住居番号は住宅や事業所などの建物につけますので、田や畑にはつきません。

また、駐車場や空き地についても同じで、そこに建物が建ったときに申請によ

り番号がつけられます。 

 

 

問：実施前の旧住所が使用された場合でも、郵便物は届きますか。 

 



答：郵便事業㈱が取り扱うものについては、住居表示実施後、当分の間（３年間）

は郵便物が届きます。また、住居表示実施時に、新しい住所を知人などに知ら

せていただくために、１世帯につき５０枚(予定)の郵送料無料の通知用ハガキ

を配布いたします。 

 

 

問：住居表示証明書は本人以外でももらえますか。 

 

答：市民課及び南部市民センターで、本人以外でも取得可能です。 

（代理の場合も証明箇所の旧住所が必要です。証明書に個人名も必要な場合は個

人名も必要） 

 

 

問：住居表示が実施されることによる住居変更にかかった費用はどうなりますか。 

 

答：各種手続きについては、原則は住居表示通知書または証明書を添付すれば費用

はかかりません。ただし、種別によっては届出の申請用紙代など必要な場合が

あります。また、申請代理人への報酬、封筒や印判の作成費用などについては

ご負担いただくことがあります。 

 

 

問：住居番号が隣家と同じ番号の場合はありますか。 

 

答：住居番号は、一軒毎に異なった番号をつけるのではなく、出入口が接する箇所

の基礎番号（下図参考）をつけますので、同番号が生じることがあります。 

例として、Ａさん宅とＢさん宅は７番１０号となります。 

 
 

問：実施後に自治会はどうなりますか。 

 



答：自治会は、その地域にお住まいの方が地域生活のためにつくられた自治組織で

あり、住居表示の町区域とは別のものでありますので、自治会につきましては、

これまでと変わりありません。また校区についても同じく変わりありません。 

 

 

 

 
個人で行っていただく住所変更の手続きなどがあり、一時的にご不便をおかけしま

すが、将来にわたって、たいへん便利になりますのでご理解とご協力をお願いいたし

ます。 


